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第１章 計画策定にあたって 
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（第１章 表紙裏）  
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１． 計画策定の背景と趣旨  

わが国では、少子高齢化が進み、核家族化の進行や地域とのつながりが希薄化して

いることから、子どもや子育てを取り巻く環境は、厳しさを増しています。このため、

子育ての孤立化から子育てに関する悩みや不安を抱いている家庭も少なくありません。 

また、子どもを預けたいと思っても、保育所に預けられないなど、仕事と子育てを

両立できる環境が十分整っていないことが、少子化が進行する要因のひとつになって

います。 

さらに、幼児期の教育を重視する家庭も少なくなく、保育所の機能と幼稚園の機能

を併せ持つ認定こども園による質の高い教育と保育も必要とされています。 

子どもが欲しいと思う人が子どもを持ち、子育てしやすい環境にしていくために、

子どもや子育て家庭を地域全体が支える仕組みの構築が求められています。 

これらに対応するため、平成２４年８月には「子ども・子育て支援法」、「就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律」及び「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律」（いわゆる「子ども・子育て関連３法」）が成立しました。 

これらに基づき、平成２７年度から開始される「子ども・子育て支援新制度」では、

子育ての孤立感・負担感の増加や待機児童の増加、放課後児童クラブ等の不足、女性

の就労支援の不足への対応とともに、子ども・子育て支援の質と量の確保のため、「質

の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大及び確保」、「地域

における子ども・子育て支援の充実」の３つを柱とし、質の高い幼児期の学校教育・

保育を総合的に提供し、地域における子ども・子育て支援を充実させ、すべての子ど

もが健やかに成長できる社会の実現を目指しています。 

さらに、これまで推進してきた「次世代育成支援対策推進法」が平成３７年３月 

３１日まで１０年間延長され、職場や地域における子育て支援の充実も継続して推進

することとなりました。 

本市では、これまで子育てに関して、平成９年に「四街道市母子保健計画」、平成 

１１年に「四街道市子育て支援計画」、また平成１６年に「四街道市こどもプラン（市

町村行動計画）」を策定し、さらに、平成２２年３月には前期計画を継承した「四街道

市こどもプラン（後期計画）」を策定し、「親子の笑顔と歓声にあふれるまち」の実現

に向け、多様な子育て支援の充実や豊かな心を育む育成環境の整備などに取り組んで

います。 

本計画は、子ども・子育てを取り巻くさまざまな課題に積極的に取り組み、子ども・

子育て支援の質・量の充実を図るとともに、家庭、学校、地域などすべての構成員が、

子ども・子育て支援の重要性に関心・理解を深め、協働し、それぞれの役割を果たす

ことが必要であり、そうした取組を通じて、すべての子どもたちの健やかな成長を支

援できるまちをめざすことを目的として策定するものです。 
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２． 計画の位置づけと性格  

 
法的位置づけ  （１）

本計画は、子ども・子育て支援法第２条の基本理念を踏まえ、同法第６１条第１項

の規定に基づき、国が定める基本指針に即して策定します。  

また、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年 7 月 16 日法律第 120 号）の改正によ

り、法律の有効期限が１０年間（平成３７年３月３１日まで）延長されたことから、

同法第８条の規定に基づく「市町村行動計画」にも位置づけ、これまで当市の市町村

行動計画（四街道市こどもプラン）により展開してきた次世代育成に係る施策を継承

し、一体的に策定する計画とします。 

 

計画体系における位置づけ  （２）

本計画は、国の動向や市の現状を踏まえ、これまでの市の取組との継続性を保ち、

様々な分野の取組を総合的、横断的に進めていくものです。そのため、「四街道市総合

計画」を上位計画とし、母子保健計画の内容を包含しながら、関連計画との整合性を

図り、子どもや子育てに関する分野の個別計画として位置づけます。 

  

子ども・子育て支援法 （平成 24 年 8 月 22 日法律第 65 号） 
（市町村子ども・子育て支援事業計画）  
第６１条第１項 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地
域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑
な実施に関する計画を定めるものとする。 
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３． 計画の期間  

本計画の期間は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。 

ただし、計画期間中、国の動向や社会情勢が変化した場合は、本計画を見直すなど、

その変化に柔軟に対応していきます。 

 

 
 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（2015） （2016） （2017） （2018） （2019）
年度

進捗確認・

評価

進捗確認・

評価

進捗確認・

評価

進捗確認・

評価
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